
... -::号
、早

外 国人脱退一時金

事務処理要領

平成 10年 3月

主t~lM6j業務官コター

， 



外国人脱退一時金事務処理要領←一一(目次)ー一一一一 頁
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4 裁定請求書の受付事務

(1)センタ一文書係の受付

裁定請求書〈別紙 1-1)に受付印〈西暦〉を押印し〈別紙 1-2)、業務渉

外諜のボックスに入れる。

(2)業務渉外課管理係は、毎日(朝・夕〉文書係へ出向き課あての文書を受領した中

から、脱退一時金に係る請求書を外国給付係へ回付する。

(3)外国給付係では、次のことを行う。

①2件以上の請求書が一括してひとつの封筒で送付されてきた場合は、封筒及び他

・の添付書類で請求件数全体にかかるものについては、その件数分のコピーを取り

それぞ、れに添付ずる。

②後で審査し易いように、各請求書の書類は、次の順番に並べ替えてホッチキスで

l件ご‘とに止める。(請求書、口座証明九パスボードの写、年金手帳、封筒)

(耳目出氏2)

③新規受付分と再受付分の件数を確認し、日報に記入(報告〉する。

④ドータル件数.を確認し、回付票を作成し押印する。(別紙3)

⑤SBCへ連絡〈電話〉し、受付業務(委託)の回付を行う。

(4)委託を受けたSBCでは、次のことを行う。(詳細は、別添委託要領を参照)

①請求書の手番ごとに資格記録と基礎年金番号照会の印字をとると，ともに、氏名索

引にて同一氏名・生年月日の者がある場合は、印字をとり、参考と朱書する。

②I件どとに添付書類の有無及び、要件(氏名、生年月日、国籍、署名、納付、

寒失、出国、受付年月日、口座番号等〉を確認(審査〉するとともにJ文字の補

正を行う。

③不備があづた分については、 1件ごとに不備理由書(別紙4)を作成し請求書の

前面に添付する。

④国籍別に区分Lたうえ、手番l眠に並びかえて、 l件ごとに受付番号を付す。

(別紙5)

⑤国籍別の受付整理簿に必要事項を記入する。(別紙6)

〈受付目、受付番号、手番、氏名{英字、漢字、カタカナ)、生年月日等)

⑥請求書を受付番号順に並びかえて件数を確認し、納品票を作成する。(別紙7)

⑦納品票に受付整理簿と請求書を添えて、外国給付係へ納品する。
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審査請求、文書・電話・来訪相談の対応1 0 

(1)審査請求

裁定請求書ーー裁定〈支給、不支給〉決定通知書

!II: 

支給・不支給決定通知書

』
守
ふ
%

司

この乙之を知った日の翌日から起算して60日以内に

口頭又は文書で審査会へ審査請求をすることができる。

↓審酪へ審査献

①審査会受付

②翻訳依頼、調査依頼

③ 申立内容により社会保険事務所へ実態調査依頼、関係機

関への調査

④原加予変更の場合(不支給→支給、差額追加支給)、審

査会へ連絡(終了〉

⑤原処分変更なじの場合J原義、調査資料、翻訳文を審査

会へ送付。ただし、原処分変更なしの場合でも、内容によ

り本人ぺ説明回答文書を送付する。その際、審査請求を引

き続き行なうか、取り下げる(取下書不要)かを舛留給付

係へ連絡してもらヨょう回答文に盛り込む。

⑥ 審査会で要件審理。受理の場合、業務管理課を通して意

見書、関係書類の提出通知がくる。

⑦意見書、関係書類の提出(減、意見書は鯉係作成〉

③ 裁決前』乙原処分変更の場合、審査請求人、審査会に原処

分変更遥知を出す。(ー決裁は管理係う 〈終了) (審査会で

誇求人から審査請求取下書をとる。〉

⑨公開審理後、裁決。容認の場合、原処分変更。原処分変

更したことを審査会へ連絡する。(終了)'棄却の場合、終

了。

(補足〉受理から裁決前までに原処分変更の場合、審査請

求人の審査請求取下書が必要。受理前は不要
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(2)文書照会

問一文部下 l

課・係宛の場合は

原義等を確認し、

直接回答する。

~f ïl~[ill~ I 

原義等を確認、じ、

直接回答が困難なもの|回答文を作成する。

(3)電話照会 ~ 

代表→内線一戸川系|原義等を確認し回答する

直遥一一一一~ L-J  

※金額、口座については、本人確認カ℃不可能なため、回答しないこと。

※決定通知の再発行については文書で受け付砂、代理人の場合は、必ず

本人の委任状を添付させるこ，と。

(0来訪相談

中央年金相談室(来訪相談)• 1. )直接対応

※金額、口座については、

詳細等不明刷、係〈応援依頼がある| 本人確認をして回答する。

実際に請求書の提出を受ける場合には、身分を確認する。また、金額、口座等

の個人的な事に関する質問に答える場合は、本人であることを確認する。

- 15 -
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脱iト時金事務個要領困

14裁定請求書の堅手務要領の詳細
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3 請求者本人の署名(サイン}のチェック

日本における請求者本人の押印と同様に、請求書を提出したのが被保険者本人であ

ることの確認であり、被保険者本人の意志で脱退一時金を請求したことの確認をする

ことができる。

①書体の確認は、パスポートのコピーとの突合を行うことにより、確認する。

②書{本が違っていても本人の氏名が記λされていればOKとする。

③署名の記入ちれがあっても、それだけで他人が無断で請求したとみなす乙とがで

きないため、記入おれは不備であっても、その理由のみでの返戻は行わずν他に返

戻理由がある場合に併せて、記入を促すものとする。

(代筆等で本人記入でない場合もぬその確認ができないため、本人請求とみなす〕

③ 一時金支袷後に、当初の請求書に署名のないことを理由に未請求の申し出、又は

再請求があったとしてもw 署名が必ず必要であることの法的根拠もなし他の添付

書類により本人権認後の支払であるため、仮に署名がなくても有効とする。

- 25 -
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(小文字、漢字等の場合は、翻訳・補正、

氏名のチェック

被保臣賞者資格記録(牢番・手番〉の確認同様にv

る。

l入力項目lアルファベ、yト大文字

L 一一------.l 8 0桁迄 一一

4 

f

、!
J
 

F
 バスポ}ト(通常アルファベット+母国語〉

口座名義〈外国送金の場合、口座名義に合わせる〉、 ::"~ '.i. 

①請求 書

(VDT、WM含〉

(通称名、省略等多いため注意喜歩る夕、

②請求書、パスポート、口座名義、資格記録のそれぞれで氏名の単語の順番が違う

場合又は、一部省略されていても、同一人と判断できる場合はOKとする。

〈迷った場合は、係長の半1]阪を仰ぐ)

L 

③ 中国人、韓国人等は本名の他に通称名で資格取得している場合があるので、その

場合は、氏名の本人特定を行うために、外国人登録証の写(通称名有)で確認する

古、外人登録音Eで確認できない場合は、事業主の証明を添付させる。

④未支給請求の場合は、死亡した本人名ではなく、未支給を請求してきた家族の震

名を記λする。但し、生年月Bは、資格記録との突合を行うため、死亡した本人の

ものを記入する。

添付書類で氏名の確認ができない場合は、差戻する。⑤ 

⑤入力もれ、入力誤り等により入力済の氏名に変更する必要が生じた場合は、諸変

更データを作成、回付し、補正する。

なお、次項以降で説明する、{話努、銀行名、支庖名、支宿所在地についでも同様

の取扱とする。

-26一、、
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ホ名氏 + 生年月日一致〕

表 刀て 請求書 パスポート 銀行証明等 V D T 入力(請求書3

ABC (ノーマル) ABC ABC エービー ABC 
:ノ』ー

、

アjレファ KA HE HE KA 

ベッ l、 GAKU XUE XUE GAKU 

TOU DONG DONG TOU 

• E 

〔振不〕

ト-~

〔訂正〕
、

HE 

XUE 

漢字 何学東 何学東 DONG . 
'ー

カタカナ カガクトウ

〔訂正〕

訂正 後 HE HE カガクトウ HE 日

(補正後〉 XUE XUE XUE XUE 

DONG DONG DONG DONG 

主

f

e

l

l

g

'

l

t
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守
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十

木名と適称名 f本 名

|本

本 名

が一致してい or 名 本 名 通称名 。r
ない場合 通称名 通称名
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クツエチの格資羽
田在1 6 

法の公布日後の資格喪失で、その後すぐに出国じで2年以内の請求であれば問題は'

ないが、①公布目前に既に喪失 6 出国している者②公布目前に再入国。し。て、公布臼

後に出国している者③公布日後に再入国し、その後に出国している者@公布日後

の喪失・出国でも2年を経過している者 については、公布日後の被保険者資格及び

日本在住を確認する必要がある。(非入力項目〉

① パスポートのコピー又は、外国人登録証のコピー又は、入国管理局の発行する出

入国証明書か区市町村役場が発行した外国人登録証明書か在留証明書等公的i機関が

発行する証明書により確認する。確認できないときは返戻とする。

②喪失済で、公布日において日本に在住していた者は、その後出国するまでの期間

広つい，ての在留資格(更新含〉証明(外国人登録証明でも可)が必要。

③喪失済で〉公布目後において目:本に蒋入国し在住していた者は、その後出国する

までの聞の期間についての在留資格〈更新含〉証明(外国人登録証明でも可〉が必

要。

④公布日後に入国し、資格の得喪後に出国して2年経過(請求権の時効〉後に再度

入国した者で、再度得喪がない者の場合は、再入国から出国までの聞の在留資格

(更新含〉証明(外国人登録証明でも可)が必要である。

なお、日本に住所を有する(在住)ZO才~60才までの者は国民年金C1 ~3号〉

の被保険者であり、加入手続をする義務があるo

(国年法第T条、 12条一一一照会時は説明する〉
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⑤法公布日 (1994. 1 L 9)前の喪失者め住所婆梓 J ー ハ

ノ号

タ

シ

A 

B 

C 

※留年法6改附第B条

厚年法6改附第34条

， 司a

公布百亙立旦旦些丞において、日本園内1ご住所を有じずさ著に遍属する。

※国年 clムョ号)!t対政一株届)で

あっても「白木薗内出掛絹ね

2 O~60'才設での看iま園長牛傘の被
保険者とする。(国年法第7条)j 

同日において国民年金C1 ~3号〉の被保険者であった者及び t

同日以後富民年金C1 ~3号〉の被保険者となった者ピ適用する。

、

L94. 11. 9J 

判|

事 例

定

〈入) (取J (喪) (出〉 (請〉 不支給

〈入)【取) (喪) (出) (入) (出) (請〉、 不支給

「一 在留資格と外人登録必要

=住所有者

(人) (取) (喪〉 〈出) (請) 支

Lて2年以内

一→ 給

- 44ー
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支
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者

要

有
必

所

鶴

唯
人外と格資留在

(出) (請〉

して2年以内

E 

、，eJ出r‘、(喪)(取〉(λ〉

(入〉、、，，出r，‘、(取) (喪〕(入〉

在留資格主外人盆録必要

=住所有者【取) (喪)(入〉

一+この閣に得喪がない場合

〔盟(~)) (~) ， (請)

して二2年以内

乙の閣に資格の得喪がある場合は、

'この(最後の)喪失か出国から 2年

以内でLあればOK(過去支給じでな

目い期間も併せて支給対象となる)
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(別紙)

〔査証区分・在留資格別外国人受入れ範囲一覧表〕

1.就労が認められる在留資格

査証区分 対応する在留資格 在留期間

外 公 外 公 今外交活動を行う期間

公 用 公 用 公周活動を行う期間

就 業 教授・芸術 2年、 l年又は B月

宗教・報道 rt 

投資・経営 rt J 

法律 ・会計業務 rt 

医療・e 研究 t年又は 6月

教育・技術 rt 

人文知識・国際業務 H 

r 

企 業内転勤 rt 

輿 f丁 l年又は 3月

技 官量 l年又は 6月

2.就労が認められない在留資格

査証区 分 対応する在留資格 在留期間

." 

一、 般 文化活動 l年又は 6月

透過・短期滞在 短期滞在 9 0日又は 1 5日

※外国人登録(住所〉がなければ脱退一時金不該当

〔通常3月 (90日〉以内の在留資格では外国人登録を

認めていない〕

般 留 学

就 学

研 修

家族滞在

l年又は 6月

l年、 6刃 又 は 3月
rt 

3年、 1年、 6月 又 は 3月

- 46一、



3.就労が認められるかどうかは個々の許可内容によるもの

在一留期間対応する在留資格分区証査

①法務省で定める活動を指定される者は、

3年、 1年又は日月。

特定活動定a' 
製ぃ

②①以外の老にあっては、 l年を越えない

範囲内で法務大臣が個々の外国人についで

指定する期間。

〔我が国での活動に制限のない在留資格〕

， 

B月又はt年3年、日本人の配偶者等

永住者の配偶者等

定特

" 

法務省で定める地位を認められる者ほ、

3年、 l年 又 は 6月。、

① 者住定

弘
法
糧
需
主
主
~
哲

4
1

②①以外の者にあっては、 3年を超えない E

範囲内で法務大臣が個々の外国人にづいて

指定する期間。

無期限

〔日本国籍はないが、永住許可を受けている

人は、年金の合算対象期間となるため一度

返戻し、年金か一時金を選択させる。〕

者住永シ、査 ‘ 証 ナ

首r
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15 出カ帳票及:び画面等一覧表
、.'町晶-司-~.'・.'.、..‘ 、‘二、‘‘..晶、‘・ a

別紙番号 ‘帳票名称、 頁

5111 量密 1-1 脱退一時金裁定請求書(受f寸前〉 67 

// 1-2 /1.. (受付後) 69 

λF 2 ル (回付朝首準備〉 70 
P 

" 3 " 受付・審査委託票
ー，

" 4 // 内容不備理白書 77 

国籍コード一覧
~ 

ノア 5 ー78 
ノ

// 6 脱退一時金受付整理簿 79 

// 7 必， 誇求書納品票~ 8 0 

// 8 λ， 国別受付・審査状況報告書 C国籍別受付一覧} 8 1 

グ 9 " 不備理由内容別状況報告書〈不備理由別一覧) 8 5 

// 1 0 " 翻訳委託件数回付票 8 6 

" 1 1 " 翻訳依頼整理簿 8 8 

/L 12 被保険者記録照会票 8 9 

λF 1 3 脱退一時金裁定請求書の返戻について‘(決裁用〉 90 

// 1'3-.2 " の返戻について(適知用〉 . 9 1 

グ 1 4 、 " 返戻用封筒〈宛名誉きう 92 

1 グ 1 5 " 返戻通知のみかた 93 

" 1 6 基礎年金番号付番依頼票 94 

" 17 
主 せん孔委託件数回付票(請求書入力団付票〉【 9 9 

λア 1 8 脱退一時金支給予定者一覧表 10 1 

λア 18-2 脱退一時金支給予定者件数表 1 0 2 

グ 18-3 入力済脱退一時金裁定議求書 1 0 3 

" 1 9 記録回答MT作成事故リスト 104 

" 19~2 静競合事故リスド 1 0 5 

" 20 不支給者一覧表 106 

// 21-1 脱退一時金不却告決定(伺) (手書決軒目) 107 

" 21-1~2 脱退一時金不支給決定通知書(手書通知用〉、 108 
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|別紙番号 1援票名称 頁

: :EH 車氏2.1-2 脱退一時金不支給決定伺 (機械出カ決裁用〉 1 0 9 

/1 2P-2-2 /1. 通知書(機械出カ通知用〉 1 1 0 

〆〆 22-1 /1 通知のみかた(手書用) 111 

ノノ 22-2 il 通知のみかた〈機械出力用〉 112 

/1 2 3 言者通知用窓あきエアメール封筒 114 

/1 24-1 諸変更入力帳票(氏名、住所、口座、取消〉 1 1 5 

/1 24.，-2 諸変更入力帳票(未卦告、振不訂正〉 11 6 

/1 . 2 4.-3 振込フド能時の本人照会票、等 117 

/1 2 5 せん孔委託件数回付票〈諸変更入カ回付票〉 122 

/1 26-1 月次支給〈支払)処理結果出力リスト回付票 124 

/1 26-2 脱退一時金支給決定決議書 1 2 5 

26...，.3 支給決定通知書
r 

/1 I~ 126 

11 26-4 /1 送金通知書 128 

/1' 26-5 /1 送金者件数表 129 

/1 2.6 -6 /1 送金者一覧表 130 

/1 26~7 ;1 送金明細件数表(外部予)， 131 

26-8 λF /1 ， 送金請求書 (外送分〉 1.3 4 

/1 26..，..9 必F 税額一覧表 (厚年分のみ出カ) 136 

/1 2翁 -10 ./1  金融機関別件数表(国内払分) 1 3 7 

λF 26-11 /1 振込先金融機関←覧表(圏内払分〉 1 3 E 

グ 2 7 /1 支給決定通知書封入・封織委託票 13.(; 

λF 2 8 /1 支給決定通知書と送金通知書のみかた 1 4 ( 

/1 2 9 外国発送依頼票(発送先国別件数票〉 14: 

11 3 0 脱退一時金支給決定通知書封入・封絃納品票 1 4 ， 
11 3. 1 λγ 支給決定決議について(支出決議書回付府決裁) 1 4 : 

/1 31-2 11 支給額報告書〈当年度累計) 1 4 f 

11 31-3 11 支給状況報告書(定時支給分当年度累計〉 1 4 ' 

11 3 1-4 11 支給{送金)取消状況報告書〈当年度累計〉 1 4 1 
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別紙番号 帳票名称一 頁、

日目車;s;3t-5 脱退一時金手作業支払状況報告書(当年度累計〉 149 

N 3.1-6 ル' 勘定別支払金額〈当月送金分7 15.0 

N 31::'-7 支出負担行為並びに支出決議伺(厚年外送分〕 151 

p 3 1 -8 厚生年金保険給付費種別内訳 'f t;52 

N 3 1-9 N 支払証明書 C 153 

N 3 1-10 支出負担行為並びに支出決議伺(厚年国内支払分) 15.4 

N 3 1-1 1 厚生年金保険給付費種別内訳 必F r55 

♂F 31-12 '.'" 支払証明書( N ~ 5 6 、

N 31-13 λ， 種別内訳. (所得税源泉徴収分) 1 5 7 

λ， 3 1-14 N 支払証明書( グ r 5 8 

N 3 1-1.5 支出負担行為並びに支出決議伺(国年外送分) 1 5 9 

" 31-16 国民年金給付費種別内訳 N 160 

必F 31 -17 N' 支払証明書 N 161 

メ， 3.1-18 支出負担行為並びに支出決劃司(国年国内支払分) 1 62 

N 3 1-1 9 国民年金給付費種別内訳 N 1 6 3 

N 31-20 必， 支払証明書 ，名y 1 6 4 

N 32 脱退一時金手作業支払事務の流れ図 1 6 5 

N 3 3 N 決議書(決裁用〉 1 6 7 

N '3 3 -2，'l. N 事白書 1 6 8 
" 

，r 33 -3-8 支出負担行為並びに支出決謝司等仔三松分) 169 

" 33~9 国別送金明細一覧表 ( N.)  1 7 5 

N 33-.Y10 外国送金請求書(手払分) (送金通貨別に作成〉 1 7 6 

N 33 -1 1 脱退一時金支給決定通知書(追加支給) 177 

N 33-1 2 N 送金通知書 1 7 8 

" 3 3ー13 グ 差額計算書。(当初、訂正後正当、差引差額) 179 

ノア 33'-14 " 支給決定決議書(当初支給分の写う 180 

λ， 3 4 未支給脱退一時金請求書 181 

ノア 34-2 脱退一時金受給権者死亡届 18.2 
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帳票名称 、 頁

続E-31FH量酷級番号3 34-3 未支給請求書・死亡屈の記入上の注意 1 8 3 I 

5 日 報(受付・審査・裁定状況報告書) 1 84，1 

i，・
35-2 dちF (未処理等詳細内訳〉 1 8 5 I ，ゲ

p 35-3 Ir (基礎年金番号付番件数表〉 18(; 

Ir 35-4 ，Ir て不支給理由別件数表} 1 87 I 

fノ 3'5 -5 Ir ぐ電話照会内容別件数表〕 188 I 

グ 35-6 Ir (不備返戻理由別件数表〉 l'89 

36 月報(処理状況 当初からの累計) 1 9 0 Ir 

(処理状況 当年度分内訳 〉Ir 36-2 Ir 1 9 1 

メシ' 36-，-3 Ir (処理状況 当月分内訳 1 92 I 

Ir 36，-4 " (国別受付状況 当年度分累計) 193 i 
ノノ 31 マイクロフィルム作製作業委託票 1 9 4 i 
F 3 8 必F 納品票 19 5 I 

" 39-'-1 基礎年金番号情報照会回答票・基本情報(厚年のみ者) 1 9 6 I 

" 39-2 被保険者記録照会回答票・資格画面 " 19 7 

" 39-3 ノア -一時金酒面 " 1 9.8 

グ 40-1 基礎年金番号情報照会回答票・基本情報(国年のみ者) 1 9 9 

" 40-2 被保険者記録照会回答票・基本資格画面〈 " 200 

" 40-3ち
グ -納付言己録画面( λ， 20 1 

" 40-4 " -一時金画面 202 ， 

λr 41-1 基礎年金番明青報照会回答菓・基本情報(厚年・国年混在者〉 203 

必， 41-2 被保険者記録照会回答票・重取画面 " 204 

λF 41-3 " .資格画面 (混在者のうち厚年分のみ3 205 

" 41-4 " -一時金画面 λF 206 

λF 41-5 必' -基本資格画面(混在者のうち国年分のみ〉 2 Q 7 I 

λY 41-6 " -納付記録画面( " 〉 208 I 

λF 4 1 -.7 " -一時金画面 " 209 

λF 4 2 その他参考資料〈請求時の留意事項、説明資料等〉 2 1 0 I 
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Clll紙ト1)

脱遅一時金裁定請求書(国民若手金/厚生年金保険-

Claim Form for the Lum -sum Withdrawal Pa ment for¥lIaIt，bri¥1 
Pension and Em 10 ees' Pension Insurance 

， 

口]]-1111.1
2.議柑机の蜘イン)

型誕盟些阜県出

@次の1-5について必要事項を記入じててだきし凡

なお、重量商についてもよくお読みください。

P!ease tiJt in the blanks 1 to 5 below. 

ln addition please rel!，.d the instructions'on the back 

3.鵠求者氏名、生年月日及ぴ住所 (Name，date of birih and addreSs or the" clo.imant) 

主虫色坐笠
月

Y回 tMonth 

日

。祖

氏名
Name 

国4: i国A」主J

、

，

e
4
1
1
1
t
!
・
・
l
g
s
p
o
-
-白‘

i
l
L
i
f
e
-
-
}
a
s
i
r
-
-
J
-
-
i
B
l
i
s
-
-
i
i
F
3
l
y
r
i
-
-
v
i
-
-
i
3
1
E
l
l
i
p
t
i
-
-
a

、de

ーーーー ーーーー一 一-'~-'_.一 一ーー一 --_...._------“ー ーーー"ー一ー‘一ーーーー一ー-ー' 一ーーャ

町t
 

n
 

凹ごTi
-
t
a
 ー

4.脱退-11寺金振込先口座 (Thebank account to .which the l.:ump:sum Withdrawal f'aym聞 tshouId'be 岡田「帥d)

I 支[セン払タ機ー記関入摘。町cialuseonly) 3 銀行番号

銀行名
Name ofthe‘bank. 

支庖名
Name of the branch 

支庖の所在地偶者金む) ----一一一日日『日早ー一日目白日圃四日日{一--一一司自・・・ー『目白山町一一---・・・・一日・・一一日目一一一一一一-----------自.由圃-..--.

Bank branch address 

一----lcoun町
(-country) 

口座番号
Bank白cCQunlnumbcr 

請求者本人の口座名義
(カタカナ}

Name ofthe accountholde:r (EngJish) 
(should be the claimanrs) 

ヨ』

ト寸オ

l
i
l
i
-
-
-
p
l』

i
-
a

.J. 

生年月日
date of biTlb 

住所{関名含む)
Address卜寸ountry)

H 
H 

5年金手帳の記載事項 (ClaimantsPension. Handbook da.ta) 

基礎年金番号
Basic Pension number 

厚生年金保険の記号番号
Employees、PensionJnsurance registratioTl number 

厚生年金保険(船員保険}の記号番号
Empl町民ず PensionInsurance (seaman's insurance)吟gistrationnumber 

l君民if-.金の記号帯号
National Pensi町 1tegislratiori number 

※
記
入
は
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
大
文
字
で
お
願
い
し
ま
す
。
宅

-nZEB--2E百
四
位
二

E
S
)
大
わ
く
内
の
み
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

{志i!?d長言宗τ7工石支潟高一でナで一一一-一一一-一一一一一一寸「ττ2刀四."ごi5E高E5E「寸一:言7万士3妄石荷古寸
I 附 c凶 u出』凶s目e刊 o町叫z

! 加入時酎附l般股 チエ yげ川ク列l チエツリ仰ク幻2 チ吋ク灯3 ! ! ' 
i匡圃圃日口口 l i i 

{送金先闘課現A/jド0) {本λ祈晴Mf&η

し-ー一一一一一一一一一一一一一一一一L一一一一一一_.1一一一一一ー_..J
{入力団付年月日)
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一
P
R
R
ι

合酢

(jjll*!l; 1 -1 -2) 

添付書類(。①~③の持類が添付されていない場創立、請求害をお返し守る場合があります。)

Documents to be attached (@If~ny 011'; of.lhe d皿 UIJl叩t5cited in I ~o 3 is tnissirig，. Y.ρur c1aim form may 
he rc[ urned.). . 

①年金手艇を添付してくださし、。
Ple~lse attach your Pens10n Handbqok. 

②パスポート(旅券)の写し(/e，回年月日、氏名、生年月日、国籍、署名カ叩怪認できる頁)を添付

してください。
1'1聞 seauacJ.t a. photocopy of your passport (page(s} sho)Vil1g your l1ame， date of'birth， date of d.eparture from 
.fa.pim. natIol1a(i(y and si且l1，ature)

③銀行名、.支J.fi~、支)5の所在地、口座番号及ぴあなた自身の名義の確認できるものを添付してく
'ださい。(銀行の説明書か小切手‘ i早般のコピー等)
Please ~~tach documents. identifying .th~ naine of your bank. name of the.branch. addtess of the branch and the 
bank accouI1l number in your name(Photocopy 6f a certificate issiJe~ by the.bank， check， a bankbook， etc.) 

年金手帳を添付できない方及び年金の基礎年金番号又は手帳詑号番号を確認することができない方は、

次の事項を詳しく正確に記入してください。
lr you 1?annot attach your Pension l-J an~book. of"cannot confirm your basic pehsipn "number or registrati.on number of Pension 
Hnnclbook. please fiII in the box be1.ow accurately 

、

， 

年金子11授に記載されだいた氏名
Your. name，a:; notcd in your .Pcpsion I主andbook.

f没後に)1¥ll，年金保険の被保険者ーとして使用された ① 、

①事業所め名称②住所③加入していた期間情至)

③Name of yonuer e-la②st ，work place subj出 toihenEdm③p1P0eyreiodd j ② 
Pension lrisunince. (2)Addr田sor t~e work place a 
or e"，!ployme~t (rrQm“一 to ). 

③ 

最後に厚生年金保険{船員保険)の被保険者として ① 
使用さhた①船舶所有者の氏名勧(J腕③住所

③加入していた期間(自歪) ② 

①Name ort11e nschdip[ awnet subject tothe Employe田.
③ Pension Instlfance (S四men's)~ ②Name or the ship， 

③Address or the shjpowner and④.Period or ~mployment @ 
{from~104b } 

最後に国民年金に方)1入七ていたときの①住所
① 

②加入しτいたj9111D. ( 1ヨ烹)
①Address in Japal.1 registered io ihe National Pension and 

② ②Period or cnrollment (rrol11旬).

J 

目
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、
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(別紙~ -2) 

'-5についぞ必婁:

なお、裏面についてもよくお読みください。

fl回耳目IIin the blan.KJl ，l， to ~ b~\ow 、
10" addition please悶 dth~ Inst問 tions011 the back 

生年月日及ぴ住所 (N師、dateof hiHh聞 daddr曲。flheclaimant). 

住所(国名会む)
Aadr，田s(-country)

11、
J
i
r

4.脱退一時金振込先口座 (Thebank atcount to which the Lump-sum Withdrawal P町m削 shouldbe 岡田島耐)

請求者本λの口座名義

Name ofthe aceount holder 
(should be the c1aimant's) 

-:-70 -
v 

5.h手帳の記載事項 (Cl山 M 耐川叫回

※
記
入
は
ア
ル
フ
ァ
ベ
ヅ

'F
の
大
文
字
で
お
願
h
し
ま
す
。

(
2
2器
官
官
二

Z
呂田
E
二
塁
耳
切
・
)
，
太
・
わ
く
内
の
み
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
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